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横浜市水道局電気工作物保安規程実施要綱 
 

制  定 平成 15 年 11 月 14 日局長決裁 

 最近改正 令和 ６ 年 ３ 月 29 日局長決裁 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市水道局電気工作物保安規程（平成 15年 11月水道局達第 10号。以下「規

程」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（保安管理組織) 

第２条 規程第２条に規定する電気工作物の保安管理組織は、別表第１のとおりとする。 

（主任技術者の選任) 

第３条 規程第４条の規定による主任技術者を選任する範囲は浄水部とし、主任技術者は係長職以上

の技術職員とする。 

２ 規程第５条第２項の職員は、係長職以上の技術職員とする。 

（使用前自主検査） 

第４条 規程第 14条に規定する使用前自主検査の実施体制、実施方法及び記録の保存は、別表第２の

とおりとする。 

（巡視、点検、測定、サイバーセキュリティの確保等） 

第５条 規程第 15 条に規定する電気工作物の巡視、点検、測定等の基準は、「横浜市水道局電気機械

設備保守点検基準」による。 

２ サイバーセキュリティの確保は、経済産業省が定める「自家用電気工作物に係るサイバーセキュ

リティの確保に関するガイドライン（内規）」（令和４年６月 10 日付け 20220530 保局第１号。以下

「ガイドライン」という。）により実施するものとする。 

３ 前項に規定するガイドラインで定めるセキュリティ管理責任者は、総括管理者をもって充てる。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、総括管理者が定める。 

附 則 

この要綱は、平成 15 年 11 月 14 日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成 16 年 4月 1日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、平成 19 年 11 月 30 日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、平成 21 年 9月 25 日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成 22 年 4月 1日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成 22 年 11 月 22 日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成 23 年 11 月 28 日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、平成 29 年  3月 17 日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、令和 3年  3月  2日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、令和 4年  4月  1日から実施する。 

附 則 
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この要綱は、令和 4年 10月  1日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和 5年  9月  1日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 
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別表第1（第２条）

　　　　　　　　　　　　横浜市水道局電気工作物保安管理組織図

水道事業管理者
(水道局長）

水道技術管理者
(総括管理者)

浄

水

部

電

気

主

任

（
小
雀
浄
水
場
）

電

気

主

任

（
川
井
浄
水
場
）

電

気

主

任

（
西
谷
浄
水
場
）

主
任
技
術
者

川
井
浄
水
場

サ
ー
ビ
ス
推
進
課

(

料
金
シ
ス
テ
ム
係)

寒
川
系
統
の
導
水
、
浄
水
、
送
水
及
び
排
水
処
理
施
設
並
び
に
配
水
池
、
ポ
ン
プ
場

青
山
系
統
の
上
流
（
青
山
水
源
事
務
所
、
川
井
浄
水
場
の
担
任
区
域
を
い
う
。
）
の
導

水
、
浄
水
、
送
水
及
び
排
水
処
理
施
設
並
び
に
配
水
池
、
ポ
ン
プ
場
の
う
ち
、
電
気
設

備
の
改
良
工
事
並
び
に
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

青
山
系
統
の
下
流
（
西
谷
浄
水
場
の
担
任
区
域
を
い
う
。
）
の
導
水
、
浄
水
、
送
水

及
び
排
水
処
理
施
設
並
び
に
配
水
池
、
ポ
ン
プ
場
の
う
ち
、
電
気
設
備
の
改
良
工
事

並
び
に
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

工
業
用
水
道
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

庁
舎
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

庁
舎
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

庁
舎
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

職
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

事

務

分

掌

実
線
：
保
安
管
理
系
統

点
線
：
運
用
管
理
系
統

給
水
サ
ー
ビ
ス
部

小
雀
浄
水
場

西
谷
浄
水
場

工
業
用
水
課

施
設
整
備
課

人
材
開
発
課

水
道
事
務
所

総

務

課

電

気

主

任

（
施
設
整
備
課
）

施

設

部

電

気

主

任

（
設

備

課
）

設

備

課

電
機
計
装
設
備
工
事
に
関
す
る
技
術
基
準
等
の
作
成
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
電

気
事
業
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
に
関
す
る
こ
と
。
電
機
計
装
設
備

の
保
全
計
画
及
び
技
術
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
電
機
計
装
設
備
に
係
る
建
設
改
良
事

業
の
工
事
の
計
画
及
び
設
計
に
関
す
る
こ
と
。

総

務

課

浄

水

課

取
水
、
導
水
、
浄
水
、
送
水
及
び
排
水
処
理
施
設
並
び
に
配
水
池
及
び
ポ
ン
プ
場
の
大

規
模
改
良
工
事
の
計
画
、
設
計
、
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
課
の
主
管
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

庁
舎
等
の
施
設
に
係
る
建
設
改
良
事
業
の
計
画
、
設
計
及
び
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
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別表第２ (第４条)  
使用前自主検査 

項目 内         容 

実施体制 主任技術者の指揮のもとで実施 

実施方法 
・ 電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について確

認 
・ 技術基準に適合するものであることの確認 

記録の保存 

1 検査年月日 
2 検査の対象 
3 検査の方法 
4 検査の結果 
5 検査を実施した者の氏名 
6 検査結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 
7 検査の実施に係る組織 
8 検査の実施に係る工程管理 
9 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 
10 検査記録管理に関する事項 
11 検査に係る教育訓練に関する事項 

（備考）電気事業法第 50 条の２第３項の審査を受けるに当たっては、１～１１の事項を記録保存

する。 
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